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政策・土木交通常任委員会

◎開催日時 平成 23 年７月 11 日（月） 10 時 03 分～13 時 55 分

◎開催場所 第二委員会室

◎説明員 総合政策部長および関係職員

◎議事の概要

【総合政策部所管分】

１ 所管事項調査

（１）報第３号 平成 22 年度滋賀県繰越明許費繰越計算書のうち総合政策部所管部分に

ついて

（２）公益法人等の経営状況説明（滋賀県土地開発公社）について

（３）公益法人等の経営状況説明（公益財団法人 淡海文化振興財団）について

委員からは、今後、新しい公共等、ＮＰＯの占める役割が重要になってくるので、県

民がＮＰＯについて知る機会を多く持って欲しい、といった意見が出された。

（４）公益法人等の経営状況説明（財団法人 滋賀県文化振興事業団）について

委員からは、財政難を理由に文化事業を止めるだけでなく、文化で滋賀を元気にする

という観点からの議論も必要である、公の施設については、県と市町の役割をしっかり

と整理した上で長いスパンで議論する必要がある、文化産業交流会館は、県土の均衡あ

る発展のための施設として建設された施設であり、そのことも踏まえた事業展開を行う

べきである、などの意見が出された。

（５）公益法人等の経営状況説明（公益財団法人 びわ湖ホール）について

委員からは、びわ湖ホールは、一流の芸術に触れることのできる本県が全国に誇れる

施設であるので、お金がかかっても守っていくべきである、などの意見が出された。

（６）滋賀県消費者基本計画の改定について

委員からは、高齢者の方々は自分が詐欺被害に遭ったことに気づいていない場合が多

いので、二次被害、三次被害と広がらないような取り組みについて基本計画に盛り込む

べきではないか、高齢者の方々にも解りやすい具体的な啓発を行うべきである、などの

意見が出された。

（７）『美の滋賀』発信の推進について
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（８）滋賀県立近代美術館機能・発信力強化検討委員会の設置について

（９）地上デジタル放送への移行について

２ 一般所管事項調査

委員会で配付された資料

１ 滋賀県消費者基本計画の改定について

２ 「美の滋賀」発信の推進について

３ 滋賀県立近代美術館機能・発信力強化検討委員会の設置について

４ 地上デジタル放送への移行について


